
該当箇所 No. いただいたご意見の内容 ご意見に対する考え方

1

　スポーツは記録の向上を望むだけのものではなく、人間育成
に大きく影響を与えます。したがって、市が施設の整備・指導者
育成などに注力することは良い事だと思います。期待してます。

　スポーツ振興条例調査特別委員会（以下「特別委員会」といいます。）において、ご意見
のように「スポーツは人格の形成に大きく寄与することから条例に趣旨を反映できないか」
との意見が多数の議員からあったことから、議論を経て、前文にその思いを集約するに至
りました。
　条例へのご期待に応えられるよう、市議会といたしましては、条例制定を機に、市民の皆
様とともにスポーツを通じて活力のあるまちづくりを進めてまいりたいと考えておりますの
で、スポーツ活動への積極的な参加、ならびにご支援ご協力をお願いいたします。

2

　四日市市みんなのスポーツ応援条例（案）結構です。ぜひす
すめて下さい。
　スポーツと文化は一体だと言われます。リオのオリンピックで
もそうでした。文化の文字も入れる方が良くないかと思いますが
いかがですか。

　オリンピック・パラリンピックはスポーツと文化の祭典として、またオリンピック憲章におい
て、開催国において、文化イベントのプログラム（文化プログラムと総称。）を行うことが義
務とされています。
　来る2020年東京大会においても国において文化プログラムの実施に向けた検討が進め
られ、例えば、全国の自治体や芸術家等との連携の下、地域の文化を体験してもらうため
の取組を全国各地で実施するなどの案が示されていることは承知しております。
　こうした取り組みの状況や成果、あるいは市民意識の変化のあり様などをよく見定めなが
ら検討すべき、大きな研究課題であると考えます。

3

　条例制定をするのはいい。しかし、その後をどうするか。いつ、
どこで、誰が、どうやって、その費用は？お題目だけでは意味が
なく、それをどう生かしてどのように実施していくのか。具体的な
方策等をいつ決めるか、市民への伝達、PR方法はどうするの
か。理解しやすい言葉で広く広めていってもらいたい。

　スポーツの推進によるまちづくりを総合的に実現するため、基本となる３つの政策を条例
第3条に定め、さらに第8条第1項では基本政策を継続的かつ具体的に実現していくための
計画づくりを市に義務付けしています。そして市民意見を反映した計画づくりを進めるよう、
第8条第2項に所要の規定を整備することといたしました。これらの仕組みを市民等の皆さ
んに約束するため、今回、条例を制定しようとするものです。
　そして、議会の条例検討に追走する形で、本市教育委員会では現在、平成29年度から平
成33年度の5年間を計画期間とする第３次スポーツ推進基本計画の検討を進めています。
その計画の中で、どのような施策を行うのかなど具体的な計画が定められることになりま
す。
　市議会としても今後提案される計画について、さらには計画に基づく各事業の予算審議
などを通して、充実した施策が実施されるようしっかりと役割を果してしてまいります。
　また、ご意見の「市民への伝達、ＰＲ方法」については、できる限り丁寧に分かりやすく情
報をお伝えすることができるよう、パンフレット等の作成やホームページでの掲載など目的
に応じた適切な広報媒体の選択、表現内容についての十分な検討を行うよう、担当部局に
働きかけていきたいと考えます。

「四日市市みんなのスポーツ応援条例（案）」に対するご意見とご意見に対する考え方

条例案全般
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4

　各条文には解説までつけて説明されていますが、この条例で
やろうとしている事のイメージがわきません。せっかく解説をつ
けているのですから、もう少し具体例をいくつか挙げ、こういうこ
とが出来ますよという説明を加えてほしいと思います。
　上記に関連することですが、この条例を運営するにはいくつか
のルールを明確にしないと出来ないと考えます。このことに関し
て既に準備されていることがあれば同時に公開してください。

　＜第7条の解説を修正しました。＞
　ご意見を受けて、議論の結果、第７条の解説において、事業者にご協力いただきたい具
体的な事例を挙げ追記をいたしました。
　特別委員会において複数の事業者の方と意見交換を行う機会を持ち、その中で「企業の
従業員がスポーツ活動を行いやすい体制づくり、スポーツボランティア活動への協力、ス
ポーツ選手の採用」など具体的な事例を検討したものです。
　また、前記のとおり、本条例に掲げる基本的政策の実現に向けて、第3次スポーツ推進基
本計画の検討が進んでいます。こちらの計画については、後日、教育委員会から市民意見
の募集を行うことを聞き及んでいますので、いましばらく公表時期をお待ちいただければと
考えます。

第8条（スポーツ推
進計画の策定）

5

　四日市は全体に堅実な気風で都合の流行に乗らないところが
あるように思います。全体としてその事が地域活性化を阻んで
いるかもしれませんが、１００年先の四日市の地域独自の計画
をお願いしたいと思います。

　本市のスポーツ推進について、第１条の目的では長期的な視点に立って、「誰もが、いつ
でも、どこでも、いつまでも」スポーツに親しめる活力あるまちづくりの創生に資すると定め
ています。
　これを具体化するため、前記のとおり、議会の条例検討に追走する形で、本市教育委員
会では現在、平成29年度から平成33年度の5年間を計画期間とする第３次スポーツ推進
基本計画の検討を進めています。
　条例の趣旨をよく織り込んで、本当に四日市に必要で、具体性・実現可能性の高い計画
が市民の皆様のもとに示されるよう、市議会といたしましても、議論を重ねていきたいと考
えます。

第10条（生涯ス
ポーツの推進）

6

　四日市市のスポーツ行政の取組みはまだまだという評価で
しょう。総合型地域スポーツクラブの充実もぜひともすすめてく
ださい。

　総合型地域スポーツクラブが地域にしっかりと根付き、身近にスポーツに親しむことが出
来る環境が充実することは市民にとって望ましく、また、市が現実的に推進できるご提案と
考えられます。
　この点につきましては特別委員会で検討を重ね、第10条において、市に、総合型地域ス
ポーツクラブが行う地域におけるスポーツの推進に必要な施策を講ずるよう、規定を整備
することといたしました。
　総合型地域スポーツクラブをどのように充実させていくかの具体案は、第8条で規定する
「スポーツ推進計画」において検討することになりますが、地域のニーズに応じたスポーツ
活動が地域の皆様の手で実現しやすくなるよう、市議会としても、知恵を絞ってまいりたい
と考えます。

条例案全般
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第10条（生涯ス
ポーツの推進）

7

　高齢者を対象にしたスポーツ教室ができないでしょうか。 　高齢者を対象にしたスポーツ教室を推進し、高齢者の介護予防や健康増進に繋げていく
ことは、この条例が目指す「スポーツを通じた健康長寿社会の創生」に合致するご提案と考
えられます。
　スポーツ教室の実施も視野に、高齢者がスポーツ活動に参加する機会をどのように充実
させていくかの具体案は、前記と同様に、第8条で規定する「スポーツ推進計画」において
検討することになりますが、できる限り間口を広げ参加しやすい施策を実現できるよう、市
議会としても、担当部局に働きかけていきたいと考えます。

第１１条（子どもの
心身の健全な発達
及びスポーツ活動

の充実等）

8

　健康長寿社会実現を目指すことを宣言するのは大変素晴らし
いことで是非、実効性のあるものとして頂きたい。その為にも民
間の資源、資金に頼るだけではなく、予算を確保して欲しい。
　第１１条では、子どもだけではなく市民にも科学的知見及び医
学的知見を生かした施策を講じて下さい。地域スポーツクラブ
の活動への医師、看護師、大学の派遣等を要請できる体制も検
討頂きたい。

　本条例を実効性のあるものとするため、市議会といたしましても、スポーツ推進に係る予
算案についてしっかりと議論・審査してまいりますので、ご支援ご協力をお願いいたします。
　第１１条の幼少期のスポーツ活動の充実については、特別委員会での議論の末、「保育
園、幼稚園、小中学校といった子ども子育ての大事な時期を担っている市だからこそ重点
を置くべき施策ではないか」とのことから整備した本市ならではの特徴的な条文と考えてい
ます。
　次に、科学や医学的知見を活用してスポーツに関する正しい知識の普及啓発を行うこと
は大人にとっても重要なことに変わりありません。第９条に「市は、スポーツ活動に関する
情報の適切な提供」を行うことを定めており、それらを実施する過程で、ご意見の考え方は
十分加味されなければならないと受け止めます。
　また、地域スポーツクラブの活動への医師、看護師、大学の派遣等を要請できる体制に
ついてのご意見は、第10条に規定する総合型地域スポーツクラブに対する個別の施策要
望と整理させていただきました。第3次スポーツ推進基本計画の検討のため参考とさせて
いただきます。

第13条（指導者の
確保及び育成）

9

　生涯の中で一番問題なのが、中学校の部活の指導者の多く
が専門性のある方ではないこと。長時間を費やし育ち盛りの子
どもたちが楽しく有意義にスポーツできる、また、先生方の過重
労働を減らすために、別の専門性のある方が指導するというよ
うに分けて頂きたいです。今回の素案はその方向かと思いま
す。スピードをあげてやって頂きたいです。また、完全性も求め
たいです。

　少子化の流れの中で生徒数が減少し、中学校における部活動の種目数が年々少なく
なっている現状、部活動を指導する教員の不足や負担について、特別委員会で議論を重
ねてまいりました。
　これらの課題を解決し、成長期の子どもにスポーツをする機会や選択肢を増やしていくた
めには、外部指導者の活用が有効な対応策のひとつとの意見集約に至り、大学教授から
の専門的助言を参考にして第13条第3項の規定を整備し、解説にその考え方を示すことと
いたしました。
　本条例の制定を契機として、中学校における部活動の充実や課題解決に向けた方策に
ついて、市議会としても、より検討を重ねてまいりたいと考えます。
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第14条（スポーツ
を通じた地域の活

性化）
10

　スポーツに親しみ実際に身体を動かす事は年令を問わずとて
も大切な事だと思います。成長期に身体を動かし鍛える事は、
その後の人生で体力のある元気な生活が出来るかどうかに関
わるし、また年代を問わずスポーツをし、体を動かす事がどれ
ほど重要な事か計り知れません。その事をその時期に理解でき
るかは周りの環境に負う所が大きいので条例案には賛成です。
　ただ、スポーツを通じた地域活性化や大規模なスポーツ大
会、観光、イベントに頼るのはどうかと思います。市民がスポー
ツに親しみ活動し、その結果イベントが行われるのは賛成です。
大きなイベント、プロスポーツの開催誘致はどの都市もやってい
て目新しくありません。

　ご意見のように、スポーツを続けることにより健康寿命が延伸することは、市民一人ひと
りの生活の質や幸福度が高まるとともに、活力あるまちづくりの創生に繋がると考えており
ます。
　そして、市民等の「誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに親しめるよう生涯
スポーツを推進していくためには、ハード面・ソフト面での環境の充実が強く望まれる部分
であると捉え、意識して条例の立案を進めてまいりました。条例へのご期待をいかに実現
できるか、議会だけでなく市全体で共有していきたいご意見と考えます。
　また、スポーツを通じた地域の活性化について、ご意見のように、まずは市民と市が積み
重ねてきたスポーツイベントが活性化してより地域振興に繋がることが重要であり、そのよ
うな趣旨を第14条に込めています。

11

　スポーツの施設の整備、利用促進とありますが、市が管轄す
る施設より民間の施設を利用しつつアスリートの使い易いサ
ポートの方法を探してはどうでしょうか。色々な施設も新しい設
備ができ、日進月歩で変わるので、それに対応していくのは市
だけでは難しいのではないでしょうか。

　特別委員会においても、ご意見のように「市単独で施設の整備を行っていくことには限界
があるのではないか」との意見が出されたことを受け、ではどのように考えるべきか議論を
深めてまいりました。
　その結果、「事業者が有するスポーツチームとの連携を深め、多くの市民等を巻き込んだ
サポーター活動を活発にするとともに、民間事業者が持つスポーツ資産、資金力、アイディ
アなど、その活力を有効活用することが重要」との意見集約に至り、第１２条第２項に規定
を整備することといたしました。

12

　条例案については異議はないです。
　毎年開催されている四日市スポーツフェスタは市民一体となる
大きなイベントで大変良いと思うが、緑地公園、四日市ドームの
駐車場確保が大変難しい。普段の使用量からすると適当だと思
いますが、参加意欲向上のためにも、もう少し駐車場の確保（拡
大）してほしい。

　「四日市市民スポーツフェスタ」は、様々な年代の方が日ごろ地域で取り組んでおられる
スポーツを中心に毎年開催しており、今年で第47回の開催を迎えました。大会を通じて市
民が元気に、また一体となれる息の長いイベントとして続いており、これからも大事にして
いきたい市民のスポーツ大会と考えております。
　大会の会場には中央緑地公園・四日市ドームのある霞ヶ浦緑地などを活用しております
が、いずれも平成30年の全国高等学校総合体育大会や平成33年の国民体育大会の地元
開催に向けて、大規模なスポーツ施設整備を行ってまいります。
　中央緑地公園については、駐車場の拡大を進めていく予定ですが、大規模なスポーツ大
会やイベントが開催された場合はなお駐車場不足が懸案になる可能性もあります。公共交
通を使った会場への移動手段の確保など有効な方策が見い出せるよう、市議会としても、
十分議論を重ねてまいりたいと考えます。

第15条（スポーツ
施設の整備、利用

促進等）
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